
・児童福祉に関する事項

第１審査部会 第２審査部会

※１　法により必置となる専門分科会。現在は大阪府が設置。

※２　本市の既存（現行）の審議会等から移行するもの。

　　　（障がい者施策推進委員会、児童福祉審議会、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進委員会、地域福祉計画推進委員会）

※委員・臨時委員・市民
アドバイザー20名程度で
構成

1

　高齢者保健福祉計画・
　介護保険事業計画推進
　専門分科会　　※2

・民生委員の適否の審査
に関する事項

・障がい者（身体・知
的・精神）の福祉施策に
係る計画の策定その他当
該障がい者の福祉施策の
推進に関する事項

・障がい児(身体・知的)
の福祉施策に係る計画の
策定その他当該障がい児
の福祉施策の推進に関す
る事項

保育所の設置の認可、児
童福祉施設の事業停止命
令、認可外保育施設等の
事業停止命令及び施設閉
鎖命令等

資 料 ６

・地域福祉計画の策定そ
の他地域福祉の推進に関
する事項

吹田市社会福祉審議会　構成（案）

吹田市社会福祉審議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・社会福祉に関する事項を調査審議

　　身体障害者福祉
　　専門分科会　　※1

※委員７名程度で構成
※委員・臨時委員・市民
アドバイザー14名程度で
構成

　　障がい者施策推進
　　専門分科会　※2

　　民生委員審査
　　専門分科会　※1

・自立支援医療の医療機
関の指定及び指定取消

※委員・臨時委員5名程
度で構成

・身体障害者福祉法第15
条に規定する医師の指定

・身体障害者手帳診断書
及び意見書の疑義に関す
る事項 ・高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画の策定
及びその推進並びに地域
包括ケアシステムの構築
に関する事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・委員１９名程度で構成（主に各専門分科会の正副分科会長により構成）

※委員・臨時委員・市民
アドバイザー20名程度で
構成

令和元年10月31日時点

※委員・臨時委員18名程
度で構成（医師で構成。
下表の審査部会を兼ね
る）。

・自立支援
医療の医療
機関の指定
及び指定取
消

・身体障害
者の障害程
度判定

・身体障害
者手帳に係
る医師の指
定及び指定
取消

　　地域福祉計画推進
　　専門分科会　※2

児童福祉専門分科会
※2


